
 

 

 

香川県における「法の日」週間行事 

 

■無料法律相談（香川県弁護士会）                      

お金の貸し借り、交通事故、土地・建物、夫婦関係や遺産相続の問題などの法律相談に

香川県弁護士会所属の弁護士が無料で相談に応じます。 

〔日  時〕１０月１0日（木）午前１０時から午後２時まで 

〔場  所〕香川県弁護士会館 

 〔相談費用〕無料 

 〔相談方法〕面談による相談（１枠につき３０分以内） 

       電話相談は実施しない 

 〔予  約〕必要（完全予約制）１０月4日（金）まで受付 

  ※ 予約電話番号は、香川県弁護士会（０８７－８２２－３６９３）まで 

（電話は、平日の午前９時から午後５時まで） 

 

 

■無料法律相談（法テラス香川） 

借金問題・離婚・相続など民事に関する法的トラブルについて、面談で弁護士と法律相

談ができます。 

〔日  時〕１０月23日（水）午後1時から午後４時10分まで 

 〔相談費用〕無料 

       ※ただし、法テラスの民事法律扶助基準に該当される方に限定 

        詳しくは、法テラス香川にお電話ください 

 〔相談方法〕面談による相談（１枠につき３０分以内） 

 〔相談場所〕丸亀市内の施設（ご予約の際にお伝えいたします） 

 〔予  約〕必要（完全予約制）10月16日（水）まで受付 

   ※ 予約電話番号は、法テラス香川（0570-078393）まで 

（電話は、平日の午前９時から午後５時まで） 

 



 

 

■法務局職員・公証人による相続・遺言等に関する説明会 

第１部で「相続登記の義務化」について法務局職員が、第２部で「自筆証書遺言書保管

制度」について法務局職員、「公正証書遺言」について公証人がご説明します。 

１〔日 付〕９月１８日（水）、１０月２日（水） 

〔場 所〕高松サンポート合同庁舎北館 低層棟 ２階アイホール（高松市サンポート 

３番３３号） 

２〔日 付〕１０月３０日（水） 

〔場 所〕 まんのう町役場仲南支所２階大会議室（仲多度郡まんのう町生間４１５－１） 

３〔日 付〕１１月２６日（火） 

〔場 所〕東かがわ市交流プラザ１階大会議室（東かがわ市湊１８０６番地２） 

４〔日 付〕１２月１１日（水） 

〔場 所〕観音寺市立中央図書館２階多目的ホール（観音寺市坂本町一丁目１番１号） 

 

〔時 間〕午後１時３０分から午後４時３０分まで 

第１部 午後１時３０分から午後２時３０分まで 

第２部 午後３時から午後４時３０分まで 

     ※第１部のみ、第２部のみの参加も可能です。 

 

  〔定 員〕東かがわ会場以外は、各回８０名、東かがわ会場は６０名 

 ※ 事前予約による先着順 

 ※ 高松会場については、駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 ※ 詳細、ご予約は、高松法務局民事行政調査官室（０８７－８２１－６３４２）まで 

   （電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

  



 

 

■特設人権相談所 

離婚や扶養、インターネットを悪用したトラブル、体罰やいじめ、高齢者やこどもに対

する虐待、近隣間のトラブルなどの相談に、人権擁護委員が無料で応じます。 

１〔日 時〕１０月１日（火）午前９時から正午まで 

〔場 所〕高松市庵治支所 

２〔日 時〕１０月２日（水）午前１０時から午後１時まで 

〔場 所〕三豊市市民センター仁尾 

３〔日 時〕１０月４日（金）午前９時３０分から正午まで 

〔場 所〕三豊市山本町農村環境改善センター 

４〔日 時〕１０月７日（月）午前１０時から午後３時まで 

〔場 所〕高松市役所１階市民相談コーナー 

５〔日 時〕１０月７日（月）午前１０時から正午まで 

〔場 所〕三木町防災センター 

 ６〔日 時〕１０月７日（月）午前１０時から正午まで 

〔場 所〕さぬき市役所付属棟会議室 

※ 詳細は、高松法務局人権擁護部（０８７－８２１－７８５０）まで 

（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）   

 

■「法の日」週間パネル展 

「法の日」週間、検察庁の組織、刑事・公判手続の流れ、法教育の取組、相続登記の義

務化等に関するパネル展を開催しますので、お立ち寄りください。 

〔期 間〕１０月１日（火）から１０月７日（月）まで 

〔場 所〕高松法務合同庁舎１階ロビー 
 

※ 詳細は、高松高等検察庁総務部企画調査課企画調査係（０８７－８２１－５６３１）

まで（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

また、期間中、法務局から相続登記の義務化、遺言書保管制度、人権擁護などの広報

資料の掲示・配布を行います。 

 ※ 詳細は、高松法務局民事行政調査官室（０８７－８２１－６３４２）まで 

（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 



 

 

■もっと検察庁を知ろう（検察官職業体験プログラム） 

検察庁の概略を説明し、その後、取調室などの庁舎見学及び模擬取調べを行います。 

〔日 時〕１０月５日（土）午前９時１５分から午後零時１５分まで 

〔場 所〕高松地方検察庁 

〔定 員〕２０名程度 

参加申込方法など、最新情報については、高松高等・地方検察庁の各ホームページをご

覧ください。 

高松高等検察庁のホームページ 

https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/h_takamatsu/index.html 

高松地方検察庁のホームページ 

 https://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/takamatsu/index.html 

   ※ 詳細は、高松高等検察庁総務部企画調査課企画調査係（０８７－８２１－５６３１）

まで（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

■出前講義 

高松地方裁判所の裁判官が出前講義を行います。 

〔日 時〕１１月６日（水）午後１時３０分から午後３時まで 

〔場 所〕高松市男女共同参画センター 

〔テーマ〕「もし裁判員に選ばれたら～やりがいと裁判のルール～」 

〔定 員〕３０名程度 
 

※ 申込みは、高松市男女共同参画センターまで 

〒７６０－００６８ 高松市松島町１丁目１５番１号 たかまつミライエ６Ｆ 

電話 ０８７－８３３－２２８２／ ＦＡＸ ０８７－８３３－２２８６ 
 

※ 詳細は、高松高等裁判所事務局総務課広報係（０８７－８５１－１５４７）まで 

（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時まで） 

 

 

 

 



 

 

■民事調停説明会（模擬調停） 

日常生活のトラブル解決手段である民事調停について、模擬調停や施設見学を交えなが

ら説明します。 

〔日 時〕 １１月１４日（木）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

〔場 所〕 高松家庭裁判所４階大会議室 

〔定 員〕 申込先着５０名 

  参加申込方法等については、裁判所ウェブサイトをご覧ください。 

裁判所ウェブサイト 

  https://www.courts.go.jp/takamatsu/about/koho/mogityoutei/index.html 

 

 

■法曹三者トークイベント「裁判官・検事・弁護士をもっと知ろう」 

法曹三者が香川県内の高校を訪問し、法曹三者の仕事の重要性や魅力についてお話しし

ます。 

〔日 時〕 １０月１日（火）午後４時４０分から午後５時４０分まで 

〔場 所〕 高松第一高等学校 

〔共 催〕 高松高等裁判所、高松高等検察庁、香川県弁護士会 

※ 詳細は、高松高等検察庁総務部企画調査課企画調査係（０８７－８２１－５６３１）ま

で（電話は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

【行事全般に関する問い合わせは…】 

高松高等検察庁総務部企画調査課（０８７－８２１－５６３１）まで 

 

 

 

https://www.courts.go.jp/takamatsu/about/koho/mogityoutei/index.html

